
 

職場懇談会開催のご案内 
 

平素は、農学部労働組合にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。 

この度、下記の日程で職場懇談会を開催することとなりました。今後の検討や交渉に関連すると 

思われる情報の共有を進め、皆さまのご意見・ご要望などお伺いしたいと考えております。 

ご多用の折りとは存じますが、何卒ご出席くださいますようお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

10 月 21 日(土)、組合はフリーマーケットとヨーヨー釣りで鍬耕祭に参加しました。 

当日の売上にリサイクルショップでの換金を加えると収入は 14,001 円、 

支出は保険料 200 円とヨーヨー代 2,640 円を合わせて 2,840 円、 

差引き 11,161 円の利益となりました。            

11,161 円は全額、組合へのカンパとさせていただきました。 

フリーマーケット用品を提供して下さった皆さま、ご協ありがとうございました。 
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茨城大学農学部 

労 働 組 合 

日 時：12 月 13 日(水) 12 時 05 分～12 時 55 分 

場  所：第一会議室 

内 容：1.大学から提案された労使協定への提案について 

2.事業所として派遣職員を受け入れる期間の延長 

を認めるかどうか 

3.その他 

 

 出欠締切：12 月５日（火） 

※お手数ですが、農学部労働組合（内線 8536 /dp37294827@If.IoIipop.jp）まで出欠のご連絡を 

 お願い致します。 

※当日ご参加の方へはお弁当とお茶を準備いたします。 

 

内容についてのお問い合わせや情報提供などありましたら、下記までご連絡ください。 

農学部労働組合（内線 8536 /dp37294827@If.IoIipop.jp） 
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第 1 回団体交渉報告 

 

大学側から提案された「国立大学法人茨城大学教職員賃金規定の一部改正案」に関して,  

第 1回目の 3地区組合合同の団体交渉（令和 5年 10月 24日（火）17:00〜）が行われた。 

改正案のポイントは以下のとおりである。 

 

 

① 基本給：初任給を 11,000円引上げ、若年層に重点を置いた改定（平均改定率 1.1％引き上げ） 

一般職については国（人事院勧告等）と同じ 

教育職については国大協提供の給与表を使用 

 

 

② 勤末手当：12月期の勤末手当の月数を 0.05月引上げ 

勤勉手当：12月期の勤勉手当の月数を 0.05月引上げ 

（期末・勤勉手当の年間合計月数：4.4月から 4.5月に引上げ） 

（参考：国 4.5月） 

 

 

③ 入試手当：現在明確に規定されていない総合型選抜を入学試験区分に規定 

 

 

上記の①② 案については人事院勧告に準拠した改正であった。③案は実際の業務に則した条文の 

改正であり，不利益な改正ではなかった。そのため，大学から提案された案に対して反対意見はなか 

ったが, 「厳しい財政状況の中で, 上昇した人件費をどのように確保していくのか」や「R9年 4月 

を目標としている地域手当 8％回復への影響」等の関連質問が寄せられた。 大学側からは, 「不確 

定な要素があり明言はできないが, 新たな情報（例: 令和 6年人事院勧告など）が入り次第, 情報 

共有し, 組合との意見交換を早めに進める方針である」ことが説明された。 

 

 

以上を踏まえ, 農学部労働組合として, 今回の改正案に合意した。 

 

 

 

 

 

 

以上 


